
亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第１９号 

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正

する規則 

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則（平成２８年亀山

市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 建築物エネルギー消費性

能適合性判定等（第２条の２

―第２条の６） 

第１章の２ 建築物エネルギー消費性

能適合性判定等（第２条の２

―第２条の６） 

 

 

第２章 建築物の建築に関する届出

等（第３条） 

第２章 建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定等（第３条―第

１１条） 

第３章 建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定等（第４条―第

１２条） 

 第４章 建築物エネルギー消費性能に  



 係る認定等（第１３条―第

１７条） 

（建築物エネルギー消費性能確保計画

に添付する図書） 

（市長が定める図書） 

 

第２条の２ ［項を削る。］ 

 

第２条の２ 省令第１条第１項の市長が

必要と認める図書は、別表第１の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定める

ものとする。 

省令第３条第１項の表の（い）項に

掲げる付近見取図は、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第１１条に

規定する都市施設が記載されている縮

尺２５００分の１程度の図面とする。 

２ 省令第１条第１項の表の（い）項に

掲げる付近見取図は、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第１１条に

規定する都市施設が記載されている縮

尺２５００分の１程度の図面とする。 

［項を削る。］ 

 

３ 省令第１条第３項の市長が不要と認

める図書は、別表第１の２の表の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定める

ものとする。 

（軽微な変更該当証明の交付申請） （軽微な変更該当証明の交付申請） 

第２条の３ 省令第１３条の規定により

軽微な変更に該当していることを証す

る書面の交付を求める者は、軽微変更

該当証明申請書（様式第１号）の正本

及び副本に、それぞれ省令第３条第１

項に規定する図書（変更に係る部分に

限る。）を添えて市長に提出するもの

とする。 

第２条の３ 省令第１１条の規定により

軽微な変更に該当していることを証す

る書面の交付を求める者は、軽微変更

該当証明申請書（様式第１号）の正本

及び副本に、それぞれ省令第１条第１

項に規定する図書（変更に係る部分に

限る。）を添えて市長に提出するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定による軽微変更 

該当証明の申請を受けた場合において、 

省令第５条に規定する軽微な変更に該

２ 市長は、前項の規定による軽微変更 

該当証明の申請を受けた場合において、 

省令第３条に規定する軽微な変更に該



当していると認める場合は、軽微変更

該当証明書（様式第１号の２）を交付

するものとする。 

当していると認める場合は、軽微変更

該当証明書（様式第１号の２）を交付

するものとする。 

（取下げ） （取下げ） 

第２条の４ 法第１１条第１項又は第２

項の規定による建築物エネルギー消費

性能確保計画の提出若しくは省令第

１３条の規定により軽微な変更に該当

していることを証する書面の交付を求

める申請を行った者が、当該提出又は

申請に係る処分があるまでの間に当該

提出又は申請を取り下げようとすると

きは、取下げ届（様式第１号の３）に

より、正本１通及び副本１通を市長に

提出しなければならない 

第２条の４ 法第１２条第１項又は第２

項の規定による建築物エネルギー消費

性能確保計画の提出若しくは省令第

１１条の規定により軽微な変更に該当

していることを証する書面の交付を求

める申請を行った者が、当該提出又は

申請に係る処分があるまでの間に当該

提出又は申請を取り下げようとすると

きは、取下げ届（様式第１号の３）に

より、正本１通及び副本１通を市長に

提出しなければならない。 

（記載事項等の変更） （記載事項等の変更） 

第２条の５ 建築主は、省令第６条第１

項第１号の規定による適合判定通知書

又は第２条の３第２項の規定による軽

微変更該当証明書の交付を受けた建築

物の工事が完了する前に、建築主の住

所又は氏名若しくは名称等を変更した

ときは記載事項変更届（様式第１号の

４）により市長に届け出なければなら

ない。 

第２条の５ 建築主は、省令第４条第１

項第１号の規定による適合判定通知書

又は第２条の３第２項の規定による軽

微変更該当証明書の交付を受けた建築

物の工事が完了する前に、建築主の住

所又は氏名若しくは名称等を変更した

ときは記載事項変更届（様式第１号の

４）により市長に届け出なければなら

ない。 

第２条の６ 前３条の規定は、市長が法

第１４条第１項の規定により建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を行わせ

ることとした登録建築物エネルギー消

第２条の６ 前３条の規定は、市長が法

第１５条第１項の規定により建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を行わせ

ることとした登録建築物エネルギー消



費性能判定機関に係る判定の業務には

適用しない。 

費性能判定機関に係る判定の業務には

適用しない 

［章を削る。］ 

 

 

 

第２章 建築物の建築に関する届

出等 

（届出書に添付する図書） 

第３条 省令第１２条第１項の表の（い） 

項又は省令第１３条の２第３項の表に

掲げる付近見取図は、都市計画法第

１１条に規定する都市施設が記載され

ている縮尺２５００分の１程度の図面

とする。 

第２章 建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定等 

第３章 建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定等 

（市長が別に定める機関による審査） （市長が別に定める機関による審査） 

第３条 法第２９条第１項の規定による

認定の申請又は法第３１条第１項の規

定による変更の認定の申請をしようと

する者は、あらかじめ、市長が別に定

める機関により、申請に係る建築物エ

ネルギー消費性能向上計画が法第３０

条第１項各号に掲げる基準に適合して

いるかどうかの審査を受けることがで

きる。 

第４条 法第３４条第１項の規定による

認定の申請又は法第３６条第１項の規

定による変更の認定の申請をしようと

する者は、あらかじめ、市長が別に定

める機関により、申請に係る建築物エ

ネルギー消費性能向上計画が法第３５

条第１項各号に掲げる基準に適合して

いるかどうかの審査を受けることがで

きる。 

（市長が定める図書） （市長が定める図書） 

第４条 省令第２０条第１項又は第２３

条第２項第１号の市長が必要と認める

図書は、別表第１の表の左欄の区分に

応じ、それぞれ右欄に定めるものとす

る。 

第５条 省令第２３条第１項又は第２４

条の３第２項第１号の市長が必要と認

める図書は、別表第１の３の表の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定める

ものとする。 



２ 省令第２０条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定

する都市施設が記載されている縮尺

２５００分の１程度の図面とする。 

２ 省令第２３条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定

する都市施設が記載されている縮尺

２５００分の１程度の図面とする。 

３ 省令第２０条第３項の市長が不要と

認める図書は、別表第２の左欄の区分

に応じ、それぞれ右欄に定めるものと

する。 

３ 省令第２３条第３項の市長が不要と

認める図書は、別表第２の左欄の区分

に応じ、それぞれ右欄に定めるものと

する。 

（完了報告） （完了報告） 

第５条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（工事を取りやめる旨の申出） （工事を取りやめる旨の申出） 

第６条 認定建築主は、認定建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に基づく工事

を取りやめようとするときは、工事を

取りやめる旨の申出書（様式第３号）

の正本及び副本各１通に省令第２４条

第２項の通知書（法第３１条第１項の

認定を受けた場合にあっては、当該通

知書及び省令第２７条において準用す

る省令第２４条第２項の通知書）を添 

えて、市長に提出しなければならない。 

第７条 認定建築主は、認定建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に基づく工事

を取りやめようとするときは、工事を

取りやめる旨の申出書（様式第３号）

の正本及び副本各１通に省令第２５条

第２項の通知書（法第３６条第１項の

認定を受けた場合にあっては、当該通

知書及び省令第２８条において準用す

る省令第２５条第２項の通知書）を添 

えて、市長に提出しなければならない。 

（申請の取下げ） （申請の取下げ） 

第７条 法第２９条第１項又は法第３１

条第１項の規定による認定の申請を行

った者が、当該申請に係る処分がある

までの間に当該申請を取り下げようと

するときは、認定申請取下届（様式第

４号）の正本及び副本各１通を市長に

提出しなければならない。 

第８条 法第３４条第１項又は法第３６

条第１項の規定による認定の申請を行

った者が、当該申請に係る処分がある

までの間に当該申請を取り下げようと

するときは、認定申請取下届（様式第

４号）の正本及び副本各１通を市長に

提出しなければならない。 



（軽微な変更） （軽微な変更） 

第８条 認定建築主は、省令第２５条に

規定する軽微な変更をしようとすると

きは、軽微な変更届（様式第５号）の

正本及び副本各１通を市長に提出しな

ければならない。 

第９条 認定建築主は、省令第２６条に

規定する軽微な変更をしようとすると

きは、軽微な変更届（様式第５号）の

正本及び副本各１通を市長に提出しな

ければならない。 

（認定しない旨の通知） （認定しない旨の通知） 

第９条 市長は、法第２９条第１項又は

法第３１条第１項の規定による認定の

申請に係る計画が法第３０条第１項各

号に掲げる基準に適合しないと認める

ときは、認定しない旨の通知書（様式

第６号）により申請者に通知するもの

とする。 

第１０条 市長は、法第３４条第１項又

は法第３６条第１項の規定による認定

の申請に係る計画が法第３５条第１項

各号に掲げる基準に適合しないと認め

るときは、認定しない旨の通知書（様

式第６号）により申請者に通知するも

のとする。 

（改善命令） （改善命令） 

第１０条 市長は、法第３３条の規定に

より改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずるときは、改善命令書（様式第

７号）により行うものとする。 

第１１条 市長は、法第３８条の規定に

より改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずるときは、改善命令書（様式第

７号）により行うものとする。 

（認定の取消し） （認定の取消し） 

第１１条 市長は、法第３４条の規定に

より認定建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定を取り消すときは、認定

取消し通知書（様式第８号）により認

定建築主に通知するものとする。 

第１２条 市長は、法第３９条の規定に

より認定建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定を取り消すときは、認定

取消し通知書（様式第８号）により認

定建築主に通知するものとする。 

   ［章を削る。］ 第４章 建築物エネルギー消費性

能に係る認定等 

 （市長が別に定める機関による審査） 

 第１３条 法第４１条第１項の規定によ



る認定の申請をしようとする者は、あ

らかじめ、市長が別に定める機関によ

り、申請に係る建築物が法第２条第１

項第３号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準に適合しているかどうか

の審査を受けることができる。 

 （市長が定める図書） 

 第１４条 省令第３０条第１項の市長が

必要と認める図書は、別表第３の左欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定める

ものとする 

 ２ 省令第３０条第１項に規定する付近

見取図は、都市計画法第１１条に規定

する都市施設が記載されている縮尺

２５００分の１程度の図面とする。 

 ３ 省令第３０条第３項の市長が不要と

認める図書は、別表第２の左欄の区分

に応じ、それぞれ右欄に定めるものと

する。 

 （申請の取下げ） 

 第１５条 法第４１条第１項の規定によ

る認定の申請を行った者が、当該申請

に係る処分があるまでの間に当該申請

を取り下げようとするときは、認定申

請取下届（様式第４号）の正本及び副

本各１通を市長に提出しなければなら

ない。 

 （認定しない旨の通知） 

 第１６条 市長は、法第４１条第１項の



規定による認定の申請に係る建築物が

建築物エネルギー消費性能基準に適合

しないと認めるときは、認定しない旨

の通知書（様式第６号）により申請者

に通知するものとする。 

 （認定の取消し） 

 第１７条 市長は、法第４２条の規定に

より基準適合認定建築物の認定を取り

消すときは、認定取消通知書（様式第

８号）により基準適合認定建築物の所

有者に通知するものとする。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 別表第１及び別表第１の２を削る。 

別表第１の３中「（第５条関係）」を「（第４条関係）」に、「第４条」を「第３条」 

に、「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に、「第３５条第１項第１号」

を「第３０条第１項第１号」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、「第

３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「本文の」を「に規定する」に、「審査を要

する」を「確認審査を要する」に、「同項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築

構造計算基準に適合するかどうか」を「同項各号に掲げる確認審査」に、「建築主事」

を「建築主事等」に改め、同表を別表第１とする。 

 別表第２中「（第５条、第１４条関係）」を「（第４条関係）」に改める。 

 別表第３を削る。 

様式第１号中「第１１条」を「第１３条」に、「第３条」を「第５条」に改める。 

様式第１号の２中「第３条」を「第５条」に改める。 

様式第１号の３中「第１２条」を「第１１条」に改める。 

様式第１号の５及び様式第２号中「（第６条関係）」を「（第５条関係）」に改める。 

様式第３号中「（第７条関係）」を「（第６条関係）」に改める。 

様式第４号中「（第８条、第１５条関係）」を「（第８条関係）」に、 

「          「 
第３４条第１項 

第３６条第１項 

第４１条第１項 

第２９条第１項 

第３１条第１項 



 を          に改める。 

        」          」 

様式第５号中「（第９条関係）」を「（第８条関係）」に、「第２６条」を「第２５

条」に改める。 

様式第６号中「（第１０条、第１６条関係）」を「（第９条関係）」に、 

「          「  

 を          に改める。 

         」          」 

様式第７号中「（第１１条関係）」を「（第１０条関係）」に、「第３８条」を「第

３３条」に改める。 

様式第８号中「（第１２条、第１７条関係）」を「（第１１条関係）」に、 

「 

       を「第３４条」に改める。 

     」 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書

類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

第３９条 

第４２条 

第３５条第１項 

第３６条第１項 

第４１条第２項 

第２９条第１項 

第３１条第１項 


